
設備の運用青J-fi!Jï ， 判官強計画の樹立が不可能になるばかりでなく ，

電力需給契約の国でも不刺を招くことになる。 (長岐m~主)

フートゴン グ (災) foot gong 路面'!ß平の運転台に設けて，

運転手が足で踏んで鳴らす警鐘をし、 う 。(秀平一夫)

ふなかわせん 船川線 奥羽本線追分駅から船川駅に至 る

26.6 km の線。船川 ・ 紛川港開 1.8km の校線を含み総営業キ ロ

28.4 km。追分と船川を結ぶ鉄道 と して， 大正2 ・ 11追分 ・二問問が

開通し， 船川線 と呼称， 大正 4 ・ 12 二回 ・羽立|湖， 大正 5 ・ 12 羽立 ・

紛川間が開通し全通した。 また船川・ 船川港I百lは船川浴紛耳工連

絡貨物輸送のため昭和 12 ・ 6 建設されたも のでゐる。{森悌寿)

ふなきてつ どう 船木鉄道

1 IJj:業者の概要

名称船木鉄道株式会社， 会社設立大正 2 ・ 6 ・ 5， 木社 山口

県厚狭郡船木 I IIJ.資本金 2，500 万円， I~一一一一一「
|ゆ告木鉄道線lおもな事業地方鉄道， 一般旅客自動 1 1 "Q"' "，^竺竺j

111巡送(集合 123 km ， j:{切，来ITJ)，

物品販売業。鉄道従事員 54 人，保有車

両蒸気峨|刻"11 5 ， 内燃E効率 2， 議: }ド

4, 1:'(1ド 10 向。

2 地方鉄道線

国鉄山陽本線西宇部駅に連絡， 四宇

古~I，吉郎附(山口 県) 17.7km 単線， lfflJ力

蒸気 ・ ガソ リ ン ， 軌間 1.067 m ， 大正 1 ・

11 ・ 30 西宇部 ・ 船木町間 5.9 km 免許，

同 5 ・ 9 ・ 1 6 UfJ 梁， 間 7 ・ 11 ・ 29 紛木 111]" . 

吉部間 1 1.8 km 免許， 岡山・ 11 ・ 1 まで

""' 

.;. 

に逐次開業。万合 ・ 吉部間 8 km はIiß 店、幸

和 19 ~I二 よ り 企業盤備に より休止中。

3 観 光 地大岩郷 (万倉駅)。

4 述愉慨況

7Tよと|昭和 28 1
旅客紛送人fU千人) 454 

人 キ ロ(千) 2,397 

貨物愉送トソ数(千 t ) 46 

ト γ キロ(千) 213 

旅客収入(千円) 5,575 

貨物収入い) 8,603 

巡紛雑収(，，) 576 

収入合計(，，) 14 ,753 

ιf 吉長 'l't (,,) 12.867 

'Il_;t ~民年1I 益(，，) 1.135 

l '韲 ~佐係数(%) 87 

(民1 ザ'1 )

29 

433 

2,356 

33 

180 

5.419 

7,182 

936 

13,537 

14,289 

6. 752 

106 

30 

412 

2,179 

41 

185 

5,610 

7,527 

752 

13,889 

12,784 

1,105 

92 

ふなづみ 船積 船鮪に よ る輸送貨物を船長に引渡すことをい

う。 すなわち船長の受取行為と荷送人の引渡行為とを含む一極

の協同行為である。 したがって こ こに ， いつ， どこで， ~、かな

るプJ法で出l .kに日 |渡すべきかと L 、う復措fEな法律上の I IlJ泌が発生

する。 'λ際上は荷送人が自己のù任において貨物を船側まで巡

織する場合と ， 船主または第三者の倉庫を経る場合とに大別さ

れ， lìíJ者をmtt，後者ーを tì受と L 、う。そのいずれにせよ船長の

i主任は船{I制で貨物の引渡を受けた ときから始まるのであって，

:Û' lillでか受したときから， 具体的に船62 されるまでの附は紛長

のi't任外のものである。

参考文献村上孝-~ニ 海巡の災務。 (今留光国)

ふなづみかもつうけとりしょう 船積貨物受取証 (災)

ふなにしよう

mate's receipt; M/R 貨物の紛僚が終了したと き ， 本船から

荷送人に対 し発行す る絞荷の受取証であり，通常 l 等航海士

が署名する。紛積貨物が本船船ßtIJに到着すれば， 本船および荷

主ßlIJ所属の丙タ リマ γ立会いのも とに， 貨物持多人の提出する

船絞指図\~I(γ ッピゾグ ・ オー ダー)と対照し，貨物の荷造 ・ 個

数その他貨物現状を よ く確かめながら船積をなし， 船般終了後

必要IJ~項を記入して貨物持参入に交付する。メ ー ト ・ ν シート

(mate's rece ipt ) は術送人と本船との聞に貨物の受授が現実に

行われた郁夫を証明するものであり ， 荷送人は船主に対し， こ

れと 引決えに船荷証券の発行を高'j ，止することができ るし，また

紛荷証券の発行のない地合には， 協地においてこれと引換えに

貨物の引渡しを受けることができる。ゆえにきわめて重要な世

類である。 メ ー ト ・レ シ ー トの記i依事項の要領はシッピング ・

オ ー ダー と悶ーであるが， 総(そう) 口 および船舶喜子号や Ffi叡ftt ，

?'/!l ， 特別室等紋付け場所を明記してお く 必嬰がある 。 また

:f1t込んど貨物に故障があった場合は， その揃嬰らんに故障に対

する摘主主を正確に記入 しなければならない。 それはメ ー ト ・ レ

シ ー トは船主:ì't任の限界を判定する証拠f~miであり，荷~主上の

紛争を避けるために必姿であるからである。メート ・ レシート

は上記のように， 貨物の紛僚に際し船側から発行する貨物受取

証であるが， 貨物の紡鈎lに際して， 船 fJlIJ と貨物を受取っ た者の

聞に， その受渡を吉正す る 1 極の貨物受取証がポート・ノート

(boa t note; B/N) である。それは織卸貨物の状態を明記し， 本

船側の)'(任を明確にするiliE拠在類であ る。本来ポート・ノート

は絞荷目録と対照し合致することを裂し， t晶f，!iの検数 ・ 検量は

通常荷主側および紛主側のタ ワ マ γが立会い， 陵織貨物の荷印，

番号， 伯1数， 品名， 紛総番号， 貨物故障の極矧および程度， 場

荷年月 日， はしけ名もしく ははしけ帯号を記入し， 本船側(通

常 1 等航海士) および受取人が組名iする，本山は 3 通作成され

本船， 荷受人およびj易地船会社が各 1 通取得する。

参考文献村上孝一 ・ 須究一正著 海運の実務。(今匁光国)

ふなづみさ しずしょ 船積指図書 (英) shipping order; 

8/0 出荷申込を受けた船主が， 船長に対しその引受貨物を船

積することを命ずる也知を船長2指凶器(シッ ピ ング・オーダー)

といい， 荷主の諮求により発行する。 貨物の l抑制，荷送人の氏

名， 船積港， 陸湯浴および検才註所で検宣した数iitを記，1主し ，

I主任者場名の上本紛船長あて発行し，こ れを若者送人に交付する。

会受による湯合は荷送人はこれを倉庫会社に提出するのであ る。

普通正 l 通商IJ 2 述で， 副 1j加工船主m地店の手俊とし， 正訓各

l 逝は交付を受けた荷主側がこれを本船に持参 し， 船長または

i 等航海士に拠出して時I:l f.ltをなさ しめる。本船では船積指図践

の記載郁léú と，実際本船紛ßIIJに巡織して来た貨物とを対照 し，

必要に応じてこれに鏑袈を付し， 船積貨物受取吉正(メ ー ト ・ レ

シ ー ト mate's rece ipt) を荷送人間IJの貨物持参者に交付する。

紛政指図dと紛絞貨物受取証とは背通連絡され引'J!IJ式 と なって

いる.ー」船積。船積貨物受取iliE。

参考文献村上孝一 ・ 須賀一正箸 海運の').:f務。(今留光国)

ふなにしょうけん 船荷証券 (英) bill of lading ; B/L 

1 紛長が巡送品の受取を証し， 陸揚争~においてその所持人

こ，これと事|換にその述送品の引渡をなす義務を表示する有仙i

証券である。 用船者または荷送人は船荷証券交付iN求権を有 し ，

船長は交付後務を負う(肉法第 767 条)。 紛長は法律により発行

する権限を有する。しかし船舶所有者は， 船長以外の者に船長に

かわって紛荷証券を発行するこ とを委任するこ と ができる(商

法第 768 条)。実際には船長が発行する場合は例外で， 一般には

紛納所有者が別に選任した陸上の被用者または代理店等が発行
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